
SAY 競技者登録における有効ポイントの復元について 

山形県スキー連盟ポイント小委員会 

 

SAY 競技者登録における有効ポイントについては、登録している 1 シーズン限りとなり、登録を継

続しない場合は、登録コード及びポイントは抹消されます。 

しかし、進学や就職等で一時的に競技から離れた選手に配慮し、特例的に登録コード及びポイント

の復元を行いますので、必要な場合は手続きを行ってください。 

 

１ 復元の対象期間 

復元の可能な期間は、現在の有効ポイントリストの 3シーズン前までとします。 

２ 手続きの方法 

①SAY アルペン競技者登録復元申立書の提出 

 ・復元を行う SAY 登録コード、シーズン最終ポイントを申告して下さい。 

②復元手数料：復元するシーズン数×２，０００円＋手数料１，０００円 

３ 復元ポイントの計算方法 

①最終的に確認された有効ポイントにダブルペナルティ（４４％）を加算します。ただし、

復元にかかるシーズンが複数ある場合は、そのシーズン数に応じて計算を繰り返して算出す

します。 

②上記によって算出されたポイントに、シングルペナルティを加算したものを復元ポイント

とします。 

 

 



SAY 競技者登録復元申立書 
 

２０  年  月  日 

 

山形県スキー連盟 

 会長  菅  義治 殿 

【申 立 者】※競技者が未成年の場合は保護者 

住  所：                    

氏  名：                    

電話番号： （     ）   －        

 

下記のとおり SAY 有効ポイントの復元を申し立てます。 

 

記 

ふりがな  

登録者名  

生年月日 S H   ・  ・ 年齢 性別  男 ・ 女 

所属団体 現在の所属  当時の所属  

復元するシーズン     ２０   シーズン（２０１０シーズンまで復元可） 

復元するコード １０・２０ ―  

復元するポイント 
ＳＬ ＧＳＬ ＳＧ 

   

競技者登録を継続

できなかった理由 

 

※ スキー連盟 

記入欄 

種目 ＳＬ ＧＳＬ ＳＧ 

復元後 

有効ポイント 
   

（  ）シーズン × ２，０００円＋１，０００円＝        円 

 


